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· 指定乳製品等輸入業務委託要領
〔昭和41年４月12日〕
〔41乳第５号〕
改正　平成15年10月１日付け15農畜機第50号
平成20年３月31日付け19農畜機第4955号
　平成21年４月１日付け20農畜機第4955号
　平成24年７月１日付け24農畜機第5346号
　平成24年12月18日付け24農畜機第3830号
　平成30年３月26日付け29農畜機第6560号
　平成30年12月14日付け30農畜機第5128号
平成31年３月27日付け30農畜機第7461号
令和３年３月31日付け２農畜機第7109号
令和４年３月31日付け３農畜機第7113号
令和５年10月２日付け５農畜機第4208号
令和６年３月27日付け５農畜機第8284号
令和８年４月23日付け８農畜機第574号

独立行政法人農畜産業振興機構（以下「機構」という。）が指定乳製品等輸入要綱（昭和41年３月15日付け40畜団第934号。以下「輸入要綱」という。）に基づき指定乳製品等（畜産経営の安定に関する法律（昭和36年法律第183号）第２条第３項に規定する指定乳製品及び畜産経営の安定に関する法律施行令（昭和36年政令第387号）第９条に定める指定乳製品以外の乳製品をいう。以下同じ。）の輸入に関する業務を輸入業者に委託する場合（売買同時契約に係る輸入業務を委託する場合を除く。）は、輸入要綱に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。

第１　委託先
この要領に基づき機構が指定乳製品等の輸入に関する業務を委託する輸入業者は、指定乳製品等輸入業者指定要領（昭和59年１月26日付け58畜団第1763号）に基づき指定した輸入業者（以下「指定輸入業者」という。）であって、機構が行う指定乳製品等輸入業務委託に関する指名競争入札において落札した者とする。なお、輸入要綱第10の２ただし書に該当する場合には、その相手方とする。

第２　委託業務の範囲
機構が委託する指定乳製品等の輸入に関する業務の範囲は、次に掲げる業務（買入れ及び輸入の決定を除く。）の一部とする。
（１） 輸入を目的とする指定乳製品等の買入れに関する業務及びその付帯業務
（２）指定乳製品等の輸入に関する業務及びその付帯業務

第３　委託の範囲及び条件等の通知
１　機構が第２の業務を指名競争入札により指定輸入業者に委託しようとするときは、その委託の範囲及び条件並びに指名競争入札の日時及び場所を指定輸入業者に通知するものとする。
２　１の委託の条件は、指名競争入札に付する指定乳製品等の種類、品質、規格、包装、数量、到着期限、代金等の支払条件、委託契約及び入札書の様式（入札価格には消費税及び地方消費税に相当する額（以下「消費税相当額」という。）を含めないものとする。）その他必要な事項とする。

第４　入札の参加
第３の１の規定により、通知を受けた指定輸入業者のうち、機構から指定乳製品等の輸入に関する業務の委託を受けようとする者は、当該通知事項を承諾の上、入札に参加するものとする。

第５　第三者の代理の禁止
指定輸入業者は、第三者を代理人として入札をすることができないものとする。

第６　落札者の決定
１　機構は、入札書その他提出を求めた書類を審査し、機構の定めた予定価格（消費税相当額を除く。）以下の入札で、入札価格の低位の入札から順次落札者を決定するものとする。
２　落札となるべき同価の入札が２以上あるときは、くじにより落札者を決定するものとする。
３　次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
（１）入札に際し、虚偽の申告をした者がした入札
（２）入札書の金額を訂正した入札、円位未満の端数を付した入札その他入札書が所定の記載方法によらない入札
（３）入札に付した数量を超えて入札した者の入札
（４）第三者を代理人として入札した場合の本人及び代理人がした入札
（５）その他入札の条件に違反した入札
４　機構は、入札に付した全量又は一部について落札を決定できなかったときは、直ちに、再度の入札を行うことができるものとする。この場合において、１から３までの規定を準用するものとする。
５　機構は、１又は４の規定により入札に付しても応札がないとき又は入札に付した全量若しくは一部について落札者を決定できなかったときは、予定価格以下の価格で随意契約によることができるものとする。
６　５の規定により委託先を決定するときは、見積書を徴して行うものとする。

第７　委託通知書の交付
機構は、指名競争入札の結果又は随意契約により輸入の委託を決定した者（以下「受託者」という。）に対し、指定乳製品等輸入業務委託通知書（以下「委託通知書」という。）を交付するものとする。

第８　委託契約の締結
委託契約の締結は、委託通知書の交付を受けた受託者が第９の契約保証金等を機構に納付し、又は提供することにより成立するものとする。

第９　契約保証金等
１　受託者は、第８の委託契約を締結しようとするときは、契約金額（消費税相当額を含む。）の100分の１以上の契約保証金又はこれに代わるべき担保（以下「契約保証金等」という。）を委託通知書の交付の日の翌日から起算して原則７日（行政機関又は金融機関の休日の日数は算入しない。）以内に機構に納付又は提供するものとする。
２　受託者は、銀行振込により契約保証金を納付しようとする場合には、機構が指定する金融機関の機構を名義人とする普通預金口座に振り込むものとする。
３　１の契約保証金に代えて提供できる担保は、国債、地方債及び金融債であって利付きのものに限るものとし、その担保の価額は、国債にあっては額面金額の100分の90とし、その他の債券にあっては、その額面金額の100分の80とするものとする。
４　契約保証金等は、第13の１の規定による当該輸入乳製品の引渡しが完了した後に、受託者の請求により返還するものとする。
５　契約保証金には、利子を付さないものとする。

第10　現品の荷さばき等
受託者は、機構の指定する到着港に到着した指定乳製品等（以下「現品」という。）を本船より第12に定める引渡場所まで運送する際の荷さばきその他必要事項について機構が指示したときは、その指示に従うものとする。

第11　輸入手続
１　受託者は、現品について輸入条件に定める関係法令による必要な手続を行うものとする。
２　１の輸入手続を行う場合には、船荷証券の写し及び現品が輸入条件に定める品質規格等に合致する旨の食品衛生法 （昭和22年法律第233号）に規定する登録検査機関（以下「登録検査機関」という。）の発行する証明書の写しと引き換えに、別紙様式の指定乳製品等輸入業務委託証明書の交付を受けて行うものとする。

第12　引渡場所
現品の引渡場所は、機構の指定する到着港所在の機構指定倉庫とするものとする。

第13　検収及び引渡し
１　機構は、現品の通関後、原則として機構の指定する日に第12に定める引渡場所において受託者立会いの上、検収し、受託者が発行する荷渡指図書と引換えに検収済証を受託者に交付して、現品の引渡しを受けるものとする。
２　受託者は、検収の日までに次の書類を機構に提出するものとする。
（１）送状（写し）
（２）入庫報告書（写し）
（３）食品衛生法第27条の規定に基づく届出を行ったことを証する書類（食品等輸入届書（写し））
（４）現品が通関したことを証する書類
（５）登録検査機関の発行する検査結果を証する書類
（６）現品の保管倉庫が発行する指定乳製品等在庫証明書及びはい付け図
３　受託者は、第12に定める引渡場所において、機構指定倉庫の保管基準に従うこととし、現品を、荷崩れ防止に留意して適切に積載（積載の高さについては、５メートルを上限として、当該機構指定倉庫ごとの個別契約により、はい高の基準を定めるものとする。）するとともに、在庫証明書の記載事項と現品の照合等検収業務が行いやすいよう手配しておくものとする。
４　受託者は、現品の外装が破損したものについては、受託者の責任において、その商品価値を損なわず、かつ、国内輸送に耐えうるよう完全に手直しするものとし、機構の指示により正袋品、手直品別に仕分けをした上、機構に引き渡すものとする。
５　機構は、委託契約に定める引渡期間経過後は現品の引渡しを受けないものとする。ただし、機構が需給上特に必要であると認めて引渡期間経過後の現品の引渡しを認めた場合には、引渡期間の最終日の翌日から引渡しの日までの期間について、１日につき引渡しが遅延した数量１メトリックトン当たり100円の違約金を徴するものとする。

第14　契約不適合責任
１　機構が第13の検収後の当該現品を検収場所となった保管倉庫に保管中において、当該保管倉庫管理者の保管管理に過失がないことが明らかであるにもかかわらず、現品が契約の内容に適合しないこと（以下「契約不適合」という。）が判明した場合には、受託者は、本契約に関する一切の責任を負うものとし、当該現品を速やかに処分するものとする。
２　指定乳製品等売渡要領（昭和42年１月11日付け41乳第193号。以下「売渡要領」という。）第９の４の買受人の検査により、現品に契約不適合があること又はその数量に不足があることが発見された場合において、機構が受託者に対し契約不適合責任の所在等について協議を求めたときは、受託者はこれに応じなければならない。現品に売渡要領第９の４の検査では発見することのできない契約不適合がある場合であって、買受人が荷渡指図書を受領した後６か月以内にその契約不適合を発見したときも、同様とする。
３　売渡要領第11の３に基づき、機構が買受人と協議する場合において、機構が受託者に当該協議への参加を求めたときは、受託者はこれに応じなければならない。
４　２の協議の結果、契約の解除又は代金減額をすることが適当と判断される場合には、機構は、契約の全部若しくは一部の解除又は代金減額をすることができるものとする。

第15　危険負担の移転
現品の危険負担は、第13の１の規定による引渡しの完了と同時に、受託者から機構に移転するものとする。

第16　保管料等の負担区分
現品の保管料は、第13の１の規定による荷渡指図書を受理した日の属する期まで受託者が負担するものとし、当該現品の出庫料については、機構の負担とする。

第17　契約の解除
１　機構は、受託者が次のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
（１）正当な事由により契約の全部又は一部の解除を請求したとき
（２）契約に関して虚偽の申立て又は不正行為をしたとき
（３）正当な事由なくして、契約の全部又は一部を履行せず、又は契約に違反したとき
（４）正当な事由なくして契約の履行に関し、機構の指示に従わないとき
（５）第14の２の規定による協議の結果、契約を解除することが適当と判断されたとき
２　機構は、１の（２）から（４）までのいずれかに該当するものとして、契約の全部又は一部を解除したときは、当該解除数量に１メトリックトン当たり10,000円の割合で違約金を徴するものとする。

第18　損害賠償等
受託者がその責めに帰すべき事由により機構に損害を及ぼしたときは、受託者は、機構に対して賠償の責を負うものとし、その賠償額及び支払条件は次のとおりする。
（１）受託者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号。以下「独禁法」という。）第３条の規定に違反した場合
ア　受託者が次の（ア）から（エ）までのいずれかに該当するときは、受託者は、機構の請求に基づき、業務委託金額（委託通知書に記載した契約金額の合計金額）の10分の１に相当する額を違約金として機構の指定する期間内に支払うものとする。
（ア）独禁法第３条の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受託者に対し、独禁法第７条の２第１項の規定に基づく課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき
（イ）受託者（その役員又は使用人を含む。）の刑法（明治40年法律第45号）第96条の６又は独禁法第89条第１項若しくは第95条第１項第１号に規定する刑が確定したとき
（ウ）公正取引委員会が受託者に対し、独禁法第７条の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき
（エ）公正取引委員会が受託者に対し、独禁法第７条の４第７項又は第７条の７第３項の規定に基づき、課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき
イ　受託者がアの違約金を機構の指定する期間内に支払わないときは、受託者は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、民法（明治29年法律第89号）第404条第４項に規定する各期における法定利率を乗じて計算した額の遅延利息を機構に支払うものとする。
（２）受託者が（１）のアに掲げる理由以外の理由で機構に損害を及ぼした場合
受託者が（１）のアに掲げる理由以外の理由で機構に損害を及ぼした場合の損害額及び支払条件は、機構が別に定めるものとする。

第19　その他
１　受託者は、契約の履行を他に委任し、又は契約に基づく権利義務を他に譲渡することができないものとする。
２　この要領に定めのない事項については、機構、受託者が協議の上、決定するものとする。

附　則
　この要領の改正は、平成７年４月１日から施行する。
附　則
　この要領の改正は、平成８年10月１日から施行する。
附　則
　この要領の改正は、平成９年４月１日から施行する。
附　則（平成15年10月1日付け15農畜機第50号）
　この要領の改正は、平成15年10月１日から施行する。
附　則（平成20年3月31日付け19農畜機第4955号）
　この要領の改正は、平成20年3月31日から施行する。
　附　則（平成21年4月1日付け20農畜機第4955号）
　この要領の改正は、平成21年４月１日から施行する。
附　則（平成24年７月１日付け24農畜機第5346号）
　この要領の改正は、平成24年７月１日から施行する。ただし、施行日前に締結された機構と受託者間の委託契約に基づき輸入された現品に係る委託業務については、なお従前の例による。
附　則（平成24年12月18日付け24農畜機第3830号）
　この要領の改正は、平成24年12月18日から施行する。
附　則（平成30年３月26日付け29農畜機第6560号）
この要領の改正は、平成30年３月26日から施行し、平成30年４月１日から適用する。
附　則（平成30年12月14日付け30農畜機第5128号）
この要領の改正は、平成30年12月30日から施行する。
附　則（平成31年３月27日付け30農畜機第7461号）
この要領の改正は、平成31年３月27日から施行する。
附　則（令和３年３月31日付け２農畜機第7109号）
この要領の改正は、令和３年４月１日から施行する。
附　則（令和４年３月31日付け３農畜機第7113号）
この要領の改正は、令和４年４月１日から施行する。
附　則（令和５年10月２日付け５農畜機第4208号）
この要領の改正は、令和５年10月２日から施行する。
附　則（令和６年３月27日付け５農畜機第8284号）
この要領の改正は、令和６年４月１日から施行する。
附　則（令和８年４月23日付け８農畜機第574号）
この要領の改正は、令和８年４月23日から施行する。


（別紙様式）
　農畜機第　　　　　　号
　　年　　月　　日

指定乳製品等輸入業務委託証明書

（輸入業者）
住所
法人名
代表者　　　　　　　　殿

独立行政法人農畜産業振興機構
理事長　　　　　　　　　

畜産経営の安定に関する法律（昭和36年法律第183号）第17条第１項又は第２項に基づき独立行政法人農畜産業振興機構が行う下記の指定乳製品等の輸入について、独立行政法人農畜産業振興機構業務方法書第253条第１項第１号に基づき、その買入れ及び輸入業務を貴社に委託したことを証明する。
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